
R6.1.31現在

特別教育・安全衛生教育（種目と受講時間）
NO 修了証

コード 種　　　目 対　象　範　囲 学科 実技 合計
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労働者を直接指導または監督する者

吊り上げ荷重5トン未満

最大積載量1トン未満
小型車輌系建設機械（整地等）修了者

すべての締固め用機械

研削といしの取替え又は、試運転 
金属の溶接、溶断等
直流750V交流600V以下の電圧

フルハーネス型安全帯を用いて行う作業

チェーンソーによる立木の伐木等の作業
刈払機を取り扱う者
丸のこ等を取り扱う者

足場の組立て、解体又は変更の作業

振動工具を取り扱う者
動力により駆動される巻上げ機
機体質量3トン未満
作業床高さ10メートル未満
最大積載量1トン未満フォークリフトの運転業務

職長・安全衛生責任者教育

クレーンの運転業務

不整地運搬車の運転業務
小型車両系建設機械（新解体用）の運転業務

ローラーの運転業務 

自由研削といしの取替え等の業務
アーク溶接等の業務
低圧電気取扱い業務

フルハーネス型安全帯使用作業の業務

ﾁｪｰﾝｿｰを用いて行う立木の伐木等の業務
刈払機取扱作業者安全衛生教育
丸のこ等取扱作業者安全衛生教育

足場の組立て等の業務

振動工具取扱作業者安全衛生教育
巻上げ機の運転業務
小型車両系建設機械（整地等）の運転業務
高所作業車の運転業務
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624ﾃｰﾙｹﾞｰﾄﾘﾌﾀｰを使用して荷を積み卸す作業テールゲートリフターの操作の業務TG19

(株)原商は特別教育ならびに安全衛生教育に相応した講師や最新の
教材を整えて、事業所に実施される特別教育および、安全衛生教育
のお手伝いをいたしますので、お気軽にお申しつけいただきご利用を
お願いします。

特別教育のスケジュール、
お申込み等はこちらより
ご確認ください。
当社ホームページに掲載
しております。

　労働安全衛生法（第60条）及び
省令により、事業者は作業中の労
働者を直接指導または監督する者
については、職長・安全衛生責任
者教育を実施して作業させること
が義務づけられています。

職長・安全衛生
責任者教育

職長・安全衛生責任者

教育とは

2運転等に係る特別教育

　労働安全衛生法（第５９条）及び省令により、事業者は雇い入れ
た労働者を危険または有害な業務に就かせる場合は、安全または
衛生のための特別教育を行う事が義務づけられています。建設機
械等の運転業務では、一定の大きさ（機体質量、吊り上げ荷重、積
載量等）以下のものは全て特別教育の対象となります。また、実施
した場合は受講者名、種目時間等の記録を作成して3年間保存する
ことが義務づけられています。
　特別教育及び安全衛生教育は本来、事業者が行う教育ですが、
指定教習機関、メーカーおよび建設機械の取扱い専門業者等が事
業主に代りお手伝いをすることができます。

特別教育とは

1

私たちが、お手伝いいたします。私たちが、お手伝いいたします。
特別教育・職長・安全衛生責任者教育・安全講習・定期自主検査




